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図 4：得意先の対象範囲 

1.3. 得意先管理機能 
本システムは、事業者間で流通する⽊材等の情報とその⽊材等の合法性を証明する書類を共有

することが根底の機能となるため、ある事業者が頻繁に取引する相⼿となる事業者を得意先とし
て管理する機能を提供する。 

1.2. (1)で申請された法⼈名/屋号、法⼈番号、事業者の所在地、事業者の代表者⽒名、事業者の
代表者連絡先およびシステム利⽤者の所属、メールアドレスが⽰された組織図（以下、利⽤者組
織図）をシステムとして読み込むことで、下記の組織構造を認識させる。 
なお、システムを使⽤していない事業者については、事業者名と部署・グループの登録を「事業
者情報の登録」画⾯から⾏う。この事業者がシステムを使⽤することになった場合は、事業者か
らの申請に基づきシステム管理者を経由し、システムに登録することとなり、⼿作業で登録され
たデータを上書きすることとする。 
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得意先の対象範囲に関しては、以下の通り。 

ア. 合法性確認システムを導⼊済みの事業者 

本システムを導⼊済みの事業者として、本システムの全事業者の中から取引相⼿となる事業
者を検索・選択し、得意先として管理する。 

この事業者とは、本システムを介して、登録された情報を共有、伝達することができる。 

イ. 合法性確認システムを導⼊していない事業者 

本システムを導⼊していない事業者に関しても、得意先として登録することができる。ただし、
この事業者とは、本システムを介して、⼀部の情報（1.4.合法性確認情報の登録・伝達機能で登録
される情報の⼀部）を共有することは出来ない。また、この事業者はシステムからの通知メール
の閲覧はできるが、システム上の合法性確認に係る関連情報についてはアクセスも処理もできな
い。 

全ての情報を共有する場合は、各事業者で別途その⼿段を⽤意する必要がある。 
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1.4. 合法性確認情報の登録・伝達機能 
本システムでは、国内の事業者へ出荷する⽊材や⽊材製品について、⽊材等の情報や合法性を

証明する書類を管理、事業者間で共有し、伝達する機能のことを合法性確認情報の登録・伝達機
能と呼ぶ。 

流通経路の最初のシステム利⽤者が⽊材等の原材料情報を登録し、その他の取引に付随する情
報とともに当該閲覧画⾯のリンクを出荷先へ伝達。通知を受け取った出荷先は情報を確認するこ
とができる。経路に未利⽤者がいた場合の処理⽅法は 1.4.(6)を参照。以下に概要図を⽰す。 
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図 5-1：合法性確認情報の登録・伝達機能概要 
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図 5-2：原材料情報の登録、確認概要 
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合法性確認情報の登録・伝達の基本的な流れを以下に⽰す。 
表 2：合法性確認情報の登録・伝達の基本的な流れ 

 内容 詳細 操作者 
１ 原材料情報の登録 ⾃⾝が流通させる⽊材等の「樹種」「伐採

地」「合法性証明書類」「メモ（任意）」を
⼊⼒、保存。 

流通過程の最初の利⽤者
（素材⽣産販売事業者ま
たは⽊材関連事業者） 

２ 原材料情報の ID 採
番 

保存された原材料情報単位で ID が付与
される。 

なし（システムによる⾃
動採番） 

３ 伝達する ID の選択 登録 ID の⼀覧から伝達する ID を選択
（複数選択可能）。⾃⾝が第⼀種⽊材関
連事業者の場合には合法性を確認した
結果を該当欄に⼊⼒、第⼆種⽊材関連事
業者の場合には第⼀種⽊材関連事業者
から伝達された結果を⼊⼒（選択リスト
式。リストについては林野庁担当から提
供）。 

流通過程の最初の利⽤者
（素材⽣産販売事業者ま
たは⽊材関連事業者） 
※「合法性確認結果」⼊
⼒は素材⽣産販売事業者
は対象外 

４ 伝達内容の⼊⼒ 伝達⽤専⽤フォームに「取引名（必須）」
「宛先（必須）」「納品情報（任意）」「バ
イオマス由来証明（任意）」「ＧＨＧ（任
意）」「その他伝達事項（任意）」を⾃⾝の
業者区分や必要性に応じて⼊⼒。上記 3
で⼊⼒された「合法性確認結果」が表⽰
される。空欄の場合（事前⼊⼒がされて
いない場合）には送信操作を⾏う際に警
告を発するなど注意喚起を⾏う。編集途
中で⼀時保存された内容は送信 BOX に
保存される。 

流通過程の最初の利⽤者
（素材⽣産販売事業者ま
たは⽊材関連事業者） 

５ 伝達 ⽊材等の出荷先へシステム機能により
メール送信。送信した内容は利⽤者のシ
ステム内送信 BOX に保存される。出荷
先がシステムを利⽤していない場合は
通常メールで発信・受信される。 

流通過程の最初の利⽤者
（素材⽣産販売事業者ま
たは⽊材関連事業者） 

６ 伝達された内容の
確認 

上記５のメールを受け取った事業者は
受信メールからログインし、システム内
受信 BOX より該当 ID を選択。 

流通過程の最初の利⽤者
の出荷先（⽊材関連事業
者） 
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上記４の内容を確認。 
また、上記４の伝達⽤専⽤フォームにあ
る ID リンクを介して原材料情報を確認。 

７ 伝達内容の⼊⼒ 受信 BOX より該当 ID を選択。⾃⾝の事
業者区分に応じ、上記３の合法性確認結
果を⼊⼒。（上記 3 の内容を上書き可能） 
上記４の専⽤フォームに必要事項を⼊
⼒。編集途中で⼀時保存された内容は送
信 BOX に保存される。 

流通過程の最初の利⽤者
の出荷先（⽊材関連事業
者） 

８ 伝達 ⽊材等の出荷先へシステム機能により
メール送信。送信した内容は利⽤者の送
信 BOX に保存される。 

流通過程の最初の利⽤者
の出荷先（⽊材関連事業
者） 

９ ６〜８の繰り返し ６〜８の繰り返し 流通過程 3 番⽬以降の利
⽤者（⽊材関連事業者） 

10 システム未利⽤者
が存在する場合 

システム利⽤者から伝達されたシステ
ム⽣成のメールをシステム外で受信後、
次の取引先に該当メールを転送するこ
とで伝達する。 
受信したシステムを利⽤している事業
者は、システムにログイン後、そのメー
ルに記載されている ID とシステム未利
⽤者のメールアドレスをキーとしてシ
ステム処理を継続する。 

流通過程のシステム利⽤
者と未利⽤者 
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(1) 原材料情報の登録 
流通過程の最初のシステム利⽤者が流通させる⽊材等について、合法性を証明するための情報

や書類などを本システムに⼊⼒、添付する。樹種と伐採地については国内と海外で⼊⼒欄を区別
し、それぞれに選択リストを設けるが、その組み合わせに誤りがあった場合（例：樹種が国内な
のに、伐採地で海外を選択）にはエラー表⽰する等で正しい組み合わせになるよう促す仕組みを
設ける。登録者の事業区分や合法性証明書類内容によっては全てを⼊⼒する必要はない。ただし、
各項⽬について、第⼀種⽊材関連事業者が収集したか否かの表⽰は必須とする（図 6 参照）。 

また、下表 No.1〜3 の項⽬は定期報告や年度報告⼊⼒時に⾃動反映され、再度の⼊⼒を不要と
する。原材料情報には⼊⼒しないが、報告を⾏いたい場合には、報告作業時に⼊⼒することとな
る。いずれの⼊⼒項⽬も複数登録することが可能である。 

なお、⼀度登録された原材料情報は、登録した利⽤者のみが登録後も編集できる。 

表 3：原材料情報登録における⼊⼒項⽬ 
№ ⼊⼒項⽬ 概要 
1 樹種 ⽊材等の原材料である樹⽊の樹種を⼊⼒する。基本的に選択

リストから選ぶことができるが、リストにない樹種について
は、利⽤者が直接⼊⼒する。 
※樹種名のリストについては林野庁担当から提供される資料
を基に作成する。 

2 伐採地 ⽊材等の原材料である樹⽊が伐採された地域を⼊⼒する。基
本的に選択リストから国名を選ぶことができるが、リストに
ない国名については、利⽤者が直接⼊⼒する。 
※国名のリストについては林野庁担当から提供される資料を
基に作成する。⽇本の場合は都道府県名リストとする。 

3 合法性を証明する書類 ⽊材等の原材料である樹⽊が法令に適合して伐採されたこと
を証明する書類を⼀覧から選択し、電⼦データを添付する。
リストにない書類名については、利⽤者が直接⼊⼒する。 
また、団体認定の認定番号や森林認証の認証番号などを⼊⼒
できるカラムも設ける。 
※合法性を証明するために第⼀種⽊材関連事業者が収集する
書類の種類については業務要件定義書「1.3 合法伐採⽊材等
に関する情報提供」を参照のこと。 

4 メモ 原材料情報の識別を補助する機能で、登録者が⾃由な内容を
⼊⼒できる。登録者の備忘録機能であるため、登録者の閲覧
画⾯でのみ表⽰。 



 
 

 

 

 
20 / 44 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6：原材料情報の⼊⼒フォーム例 
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(2) 原材料情報の ID 採番 
原材料情報は保存された時点で ID が付与される。ID は以下のような構成とし、後半の６桁は

同年⽉内にシステムへ保存された時点で処理の順番で採番する。 
仮に、第⼀種⽊材関連事業者への年間全出荷件数 162 万件（試算値：国産材 138 万件、輸⼊材

25 万件）をシステムで処理する場合、1 件あたり 5 つの ID を伝達すると 810 万 ID/年の処理が
必要となるが、本構成であれば約 1,200 万 ID/年の処理が可能であり、かつ、稼働５年⽬のシステ
ム利⽤⾒込数は出荷件数ベースで 26.2 万件である（参照：業務要件定義書 3.2）ことも踏まえる
と、本構成（後半桁数６桁）で⼗分と考えられる。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 7：原材料情報 ID の構成 
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(3) 伝達する ID の選択 
登録した ID は処理した事業者、部署・グループ毎に⼀覧化され、出荷する⽊材等の由来に合わ

せ、伝達する ID を複数選択できる。 
また、⾃⾝が⽊材関連事業者の場合、伝達の操作を⾏う前に第⼀種⽊材関連事業者は合法性の

確認結果をリストから選択、第⼆種⽊材関連事業者は第⼀種⽊材関連事業者から伝達された結果
をリストから選択し保存する。 

なお、合法性確認結果は送信操作を完了するまでは編集、上書き保存できることとする。 
 

 

図 8：原材料情報 ID ⼀覧の例 
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(4) 伝達内容の⼊⼒ 
出荷先へ伝達する情報は、原材料情報のほかに以下に⽰した情報とする。 

表 4：伝達内容の⼊⼒項⽬ 
№ ⼊⼒項⽬ 概要 
1 取引名 

（必須⼊⼒項⽬） 
取引者間でお互いが認識できる名称を直接⼊⼒する。これに
より、出荷する⽊材等と原材料情報 ID が関連付けられる。 

2 宛先 
（必須⼊⼒項⽬） 

情報を伝達する出荷先の事業者/個⼈事業主、部署・グループ
を選択する。出荷先のシステム利⽤状況に関わらず、得意先
として登録しておけば、リストから選択できる。 
リストに存在しない相⼿に伝達したい場合には、メールアド
レスを直接⼊⼒することも可能とする。 

3 原材料情報 ID と合法性確
認結果 
（⾃動表⽰） 

1.4（３）で選択した ID（リンク形式）と合法性確認結果が⾃
動表⽰される。合法性確認結果が空欄の場合（事前⼊⼒がさ
れていない場合）には送信操作を⾏う際に警告を発するなど
注意喚起を⾏う。 

4 納品情報 
（任意⼊⼒項⽬） 

出荷する⽊材等の明細を直接⼊⼒する、または、納品書等の
電⼦ファイルを添付する。直接⼊⼒にあたっては、CSV ファ
イルを取り込めるようにする。 
※CSV ファイルのフォーマットは別途ダウンロードできるよ
うにシステム内に掲げる。フォーマットについては林野庁担
当から提供される資料を基に作成する。 

5 バイオマス由来証明 
（任意⼊⼒項⽬） 

⽊質バイオマスの種類や分別管理状況を選択し、バイオマス
由来を証明する書類を添付できる。 

6 GHG 
（任意⼊⼒項⽬） 

⽊質バイオマスが林地残材であるか否かを選択し、その他必
要数値を⼊⼒する。 

7 その他伝達事項 
（任意⼊⼒項⽬） 

利⽤者の⾃由記載（取引者間のみに有効）。また、適当な添付
場所が⾒当たらなかったが送付したいファイルを添付でき
る。 

8 QR コード 
（⾃動⽣成） 

伝達する情報が閲覧できるＱＲコードが伝達フォーム画⾯に
⾃動⽣成され、コードを印刷することもできる。ＱＲコード
から閲覧できる者は上記２の宛先で選択された者で、かつ、
システム利⽤者。閲覧できる範囲は林野庁担当から資料提供
される。 
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補⾜．バイオマス由来証明 
「電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく固定価格買

取制度（通称：FIT）で区分されている燃料区分を証明するため、林野庁による「発電利⽤に供す
る⽊質バイオマスの証明のためのガイドライン」に沿った登録を⾏う。 

 
選択項⽬（P） 

  ・間伐等由来の⽊質バイオマス 
  ・⼀般⽊質バイオマス 
  ・分別管理が適切に⾏われている 
  ・分別管理を要しない（分別が必要な事業ではない） 
 
補⾜．GHG 項⽬（P） 

・林地残材であるか否かの選択 
・輸送トラックの最⼤積載量（単位：ｔ） 
・輸送距離（単位：10km） 
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図 9：情報伝達フォームの例 
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(5) 伝達 
⼊⼒内容を伝達する仕組みはシステムで⽣成されるメールとする。1.4（4）で選んだ宛先また

は直接⼊⼒したメールアドレス宛に合法性確認情報が伝達された旨通知する。得意先から選んだ
宛先は部署・グループ単位であるため、事前にシステムに登録した部署・グループのグループア
ドレス及び部署・グループに所属する利⽤者の個⼈アドレスに通知が届く。相⼿先がシステム未
利⽤者の場合は直接⼊⼒したメールアドレス先に最低限の情報が記載されたメールが届く。本メ
ール本⽂にも 1.4（4）で⾃動⽣成されたＱＲコードが表⽰される。 
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(6) 伝達された内容の確認 
1.4（5）で通知を受け取った利⽤者は、受信メールの URL よりログイン画⾯に遷移し、システ

ムにログインすることで受信 BOX から伝達内容の確認、リンクから原材料情報を閲覧できる。原
材料情報は、通知メールの本⽂にも表⽰させる（P）。 

また、受信者がシステム未利⽤者の場合はメール本⽂のみ確認できる。 
なお、受信者のシステム利⽤状況に関わらず、通知メールの本⽂は統⼀様式とするが、未利⽤

者は次の取引先へメールを転送することとし、その旨メール本⽂にも記載する。転送を受けた利
⽤者は転送元未利⽤者を得意先に登録することで転送元未利⽤者が受信した原材料情報 ID と同
⼀の内容の情報を受信できる（図 12 参照：原材料情報 ID と転送元メールアドレスの組み合わせ
にて、転送を受けた者が受信すべき原材料情報をシステムに特定させる）（P）。 

受信者は伝達の操作を⾏う前に受信 BOX の⼊⼒欄にて合法性の確認結果をリストから選択し
保存する。 

なお、流通過程で⼀度選択されていれば、同⼀の選択肢が⾃動で選択された状態で⼀覧が⽣成
され⼊⼒を省略できる。ただし、受け取った事業者が⾃⾝で判定した結果を反映したい場合には
結果を変更することも可能とする。 
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図 10：受信 BOX の例 
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図 11：転送情報取得画⾯の例 
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(7) 情報の整理 
原材料情報、送信情報、受信情報を⼀覧化し、利⽤者の整理作業を省⼒化する機能を提供する。

また、利⽤者が任意のフォルダを作成できる分別機能も有する。 
なお、送信⼀覧、受信⼀覧から定期報告の取扱量も⼊⼒できる。定期報告に関する⼊⼒につい

ては、1.5.取引量の集計 にて詳述。 

 

 

 

 

図 12：送信 BOX の例 
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(8) 操作履歴 
各利⽤者が⾏った更新操作（作成、修正、削除など）を記録する。また、強制編集が発⽣するタ

イミング毎に更新を⾏うシステム管理者が更新履歴の補⾜として任意のコメントを⼊⼒できる。 
また、システム管理者として⾏ったシステムエラーなどに起因するデータ修正についても、そ

の結果をログとして保管するとともにコメント⼊⼒できる。 

(9) 原材料情報へのアクセスコントロール 
事業者間で共有される登録情報は原材料情報であり、事業者での合法性の確認等に役⽴てるこ

ととする。 

ア. アクセスコントロールについての要件 

①. アクセスコントロールの範囲 

登録情報の共有は、以下のような情報の単位での共有を可能とすること。 
アクセスコントロールを使⽤した登録情報の共有についての例は、次ページに詳細を説明

する。 
 
例） 

     
樹種    許可 
伐採地       許可 
合法性を証明する書類    不許可 
 

②. アクセスコントロールの⽅法 

事業者間で登録情報を共有する場合は、以下のいずれかの事業者間での合意を得るプロセ
スを通して共有すること。 

A) デフォルト設定でのアクセスコントロール 
原材料情報の登録者がそれぞれの項⽬について、予めアクセス権を設定する。合法性
確認結果が⼊⼒された時点で、その結果を初めて受け取る事業者を含めそれ以降の事
業者はアクセス権が許可されていない情報は閲覧できなくなる。 

B) 情報の公開依頼 

許可した項⽬（オブジェク
ト）は、直接の取引先以外
の事業者からも共有でき
る。 
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登録情報を受け取った側（共有される側）の事業者からのシステム外でのメールなど
で依頼をすることにより、その依頼に応答する形で取得した情報をシステムに⼊⼒、
添付することにより他の事業者と登録情報の内容が共有される。 
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イ. アクセスコントロールの例 

アクセスコントロールの例を以下の図に⽰す。 
原材料情報の登録者が閲覧不可を選択した項⽬については、合法性確認結果を⼊⼒した事業

者以降の事業者は閲覧できない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 13-1：アクセスコントロールの例（合法性確認結果⼊⼒前の閲覧権限） 
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図 13-2：アクセスコントロールの例（合法性確認結果⼊⼒後の閲覧権限） 
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1.5. 取引量の集計（P） 
国、登録実施機関あてに報告する内容は、樹種と伐採国、合法性の確認⽅法のほかに以下のア

に掲げる区分に応じ、イに掲げる種類、ウに掲げる数量。1.4(1)で触れたとおり、原材料情報の登
録時に⼊⼒された項⽬は⾃動反映され、集計情報⼊⼒時に⼊⼒を省略できる仕組みとする。⼊⼒
のタイミングは任意であり、個別取引毎の⼊⼒と定期分の⼊⼒のいずれかを選択できることとし、
取引量の集計メニュー内に報告⽤⼊⼒メニューを設ける。以下のアの区分により取扱量の定義が
異なる（以下のウ.数量 を参照）ため、⼊⼒する場合には適切な⼊⼒となるよう誘導させる仕組み
を設ける。 

なお、事業者毎の代表者に関しては、当該統計情報から国と登録実施機関に定期的に提出する
クリーンウッド法上の事業報告(年度報告、定期報告)等⽤にデータ出⼒できることとする。（注：
報告書式は林野庁担当から提供される資料を基に作成する）。 

また、この集計結果については、当システムのメール伝達機能を使⽤し、あらかじめ登録した
国と登録実施機関等宛に集計結果のリンクが添付され送付することが可能である。 

 
ア．報告区分 
 ＜第⼀種⽊材関連事業者＞ 
  ・⽊材を輸⼊⼜は仕⼊れて製造、加⼯、輸出、販売する事業の場合 
  ・⽊材製品（家具・紙等）を輸⼊する事業の場合 
  ・⽊材製品（家具・紙等）を製造、加⼯、輸出、販売する事業の場合 
 ＜第⼆種⽊材関連事業者＞ 
  ・⽊材、⽊材製品（家具・紙等）を製造、加⼯、輸出、販売する事業の場合 
  ・⽊材を利⽤して建築、建設を⾏う事業の場合 
  ・⽊質バイオマスを使⽤した発電事業の場合 
 
イ．⽊材等の種類 
 ＜第⼀種⽊材関連事業者_⽊材＞ 
  ・a.丸太 
  ・b.ひき板、⾓材 
  ・c.単板、突き板 
  ・d.合板、単板積層材 
  ・e.集成材 
  ・f.チップ及び⼩⽚ 
  ・g.⽊質ペレット 

 ＜第⼀種⽊材関連事業者_⽊材製品＞ 
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  ・施⾏規則で定められた家具・物品等の種類（P） 

 ＜第⼆種⽊材関連事業者_⽊材＞ 
  ・a.丸太 
  ・b.ひき板、⾓材 
  ・c.単板、突き板 
  ・d.合板、単板積層材 
  ・e.集成材 
  ・f.チップ及び⼩⽚ 
  ・g.⽊質ペレット 
  ・x.構造材 
  ・y.⽻柄材 
  ・z.構造⽤合板 

 ＜第⼆種⽊材関連事業者_⽊材製品＞ 
  ・施⾏規則で定められた家具・物品等の種類（P） 

 
ウ．数量 
 ＜第⼀種⽊材関連事業者_⽊材を輸⼊⼜は仕⼊れて製造、加⼯、輸出、販売する事業＞ 
  ・⼊荷量（輸⼊量）及びそのうち合法性が確認できた量とする。 

・単位は m3、ｔ、BDT、ADT のいずれかとする。 
 ＜第⼀種⽊材関連事業者_⽊材製品（家具・紙等）を輸⼊する事業＞ 
  ・輸⼊量及びそのうち合法性が確認できた量とする。 

・単位は m3、ｔ、BDT、ADT、㎡、個・枚のいずれかとする。 
 ＜第⼀種⽊材関連事業者_⽊材製品（家具・紙等）を製造、加⼯、輸出、販売する事業＞ 
  ・販売量及びそのうち合法性が確認できた量とする。 

・単位は m3、ｔ、BDT、ADT、㎡、個・枚のいずれかとする。 
 ＜第⼆種⽊材関連事業者_⽊材を製造、加⼯、輸出、販売する事業＞ 
  ・販売量及びそのうち合法性が確認できた量とする。 

・単位は m3、ｔ、BDT、ADT のいずれかとする。 
 ＜第⼆種⽊材関連事業者_⽊材製品（家具・紙等）を製造、加⼯、輸出、販売する事業＞ 
  ・販売量量及びそのうち合法性が確認できた量とする。 

・単位は m3、ｔ、BDT、ADT、㎡、個・枚のいずれかとする。 
 ＜第⼆種⽊材関連事業者_⽊材を利⽤して建築、建設を⾏う事業＞ 
  ・使⽤量及びそのうち合法性が確認できた量とする。 

・単位は m3 とする。 
 ＜第⼆種⽊材関連事業者_⽊質バイオマスを使⽤した発電事業＞ 
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  ・使⽤量及びそのうち合法性が確認できた量とする。 
・単位はｔ、BDT、ADT のいずれかとする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 14-1：個別取引毎の定期報告⼊⼒例（ＩＤ毎の取引履歴⼀覧を⼊り⼝とする場合） 
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また、上述の報告とは別に、ログイン中のユーザが任意の期間内で⾃⾝の所属する事業者(部署・

グループ)毎の納品情報等を⾃動集計した統計情報を参照できる機能を構築する。 
さらに、監督府省庁担当職員に関しては、本システム内で取り扱った全事業者分の情報を⾃動

集計した統計情報を参照できることとする。 
 

 
 
  

図 14-2：個別取引毎の定期報告⼊⼒例（⼊⼒画⾯例） 
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2. 画⾯に関する事項 
2.1. 画⾯⼀覧 

本システムとして構築する画⾯の⼀覧に関して、「付属書１：画⾯遷移図」に記載する。 

2.2. 画⾯遷移 
本システムとして構築する画⾯の遷移イメージに関して、「付属書１：画⾯遷移図」に記載する。 

2.3. 画⾯出⼒イメージ 
本システムとして構築する画⾯のレイアウトに関して、⼀部画⾯の表⽰イメージを「付属書２：

画⾯イメージ」に記載する。 

2.4. 画⾯設計ポリシー 

(1) レイアウトおよび遷移 
 業務として、体系化したメニュー表⽰を⾏うこと。 
 利⽤者権限によって、メニュー表⽰の内容を切り替え可能とすること。 
 画⾯名称および画⾯に表⽰する項⽬等をシステム内で統⼀すること。 
 エラーおよび障害等に係る警告のメッセージは、利⽤者に誤解のないようシステム全体

で統⼀し、エラーおよび警告の内容と解決⽅法がわかるよう配慮すること。 
 必須項⽬と任意項⽬についてラベル等で区別すること。 
 画⾯レイアウト、遷移、構成等はユーザーエクスペリエンス（UX）に配慮したものとす

ること。 

(2) 視認性の確保 
 表⽰する情報は簡潔にし、アクセシビリティに配慮し分かりやすくすること。 
 視線移動に配慮したレイアウトを考慮すること。 
 デスクトップ PC、携帯性に優れた端末（スマートフォン等）で閲覧・登録できること

とし、ユーザーインターフェース（UI）は画⾯サイズに応じて表⽰されるようにするこ
と。 

 特に事務所内以外の現場で作業を⾏う利⽤者等が安⼼して利⽤かつ使いやすい構成を
実現すべく、GUI の設定には⼗分に配慮すること。 
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(3) ⼊⼒負荷軽減に資する仕組み 
 ⼊⼒欄に適切な値を初期表⽰させる、部分検索を⾏える等、利⽤者の⼊⼒負荷を軽減す

るための仕組みを実現すること。 
 ⽇付（年⽉⽇）項⽬についてカレンダー⼊⼒補助機能を実装すること。ただし、⽇付の

直接⼊⼒についても対応可能とすること。 
 ⼊⼒項⽬においてコードによる⼊⼒を求める場合には、当該コードを検索するボタン等

を画⾯上に配置し、当該コードの⼀覧を参照することを可能とすること。また、容易に
画⾯上に転記する⼿段を設けること。 

 業務運⽤上、複数画⾯にまたがる情報を処理する画⾯は、遷移元と遷移先の画⾯間で情
報の引継ぎを可能とする等、情報を参照しやすい配慮がされていること。 

 ⼊⼒項⽬が多いデータについては、ファイル取り込み等の⼀括登録の仕組みも実現する
こと。 

(4) 操作性向上に資する仕組み 
 アイコン等を適切に使⽤することで、初⼼者でも扱い易い簡易な操作となるように⼯夫

すること。 
 処理の重要度に応じ、適宜メッセージを表⽰しながら画⾯遷移するよう配慮すること。

データ削除等に係る操作については、必ず確認画⾯を表⽰する等、誤操作のないよう考
慮すること。 

 業務運⽤上、繰り返し⾏われる画⾯処理は、1 回の処理完了後もメニュー画⾯まで戻ら
ずに継続できる等、実運⽤で不必要な画⾯遷移を⾏わないこと。 

 システム利⽤にあたっては、パソコンだけでなく、スマートフォン、タブレット端末な
どからもアクセスできるようにする。 
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3. 帳票に関する事項 
3.1. 帳票⼀覧 

本システムにおいて⼊出⼒される帳票の⼀覧に関して、「付属書３：帳票設計」に記載する。 

3.2. 帳票出⼒イメージ 
本システムにおいて⼊出⼒される帳票のレイアウトに関して、⼀部帳票の表⽰イメージを「別

紙３：帳票設計」に記載する。 

3.3. 帳票設計ポリシー 

(1) 帳票設計に係るルールの統⼀ 
 余⽩の幅の設定およびフォント等、帳票のレイアウトに係る基本的な設定をシステム内

で統⼀すること。 
 印字項⽬について誤解が⽣じないように、項⽬名称等をシステム内で統⼀すること。 

(2) 視認性の確保 
 読みやすいフォントを採⽤すること。 
 数値出⼒時の表現は桁区切りを⾏うこと。また、同⼀の情報に対する桁数は帳票間で統

⼀すること。 

3.4. 帳票出⼒要件 
 帳票は A4 判汎⽤紙を基本とすること。 
 A4 判汎⽤紙の帳票については、プレ印刷は⾏わず、オーバーレイにより様式を印刷する

⽅式を基本とすること。 
 汎⽤的なレーザープリンタで出⼒できるように考慮すること。 
 書類偽造防⽌等の観点から、各帳票の出⼒は、その事業者（利⽤者）が発⾏者となり、

登録した情報についてのみ出⼒できることとする。 
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4. 情報・データに関する事項 
4.1. 情報・データ⼀覧 

本システムが対象とする情報・データに関して、システムの概念モデル図を別途作成する。 

4.2. データ定義表 
本システムが対象とする情報・データに関して、データ毎の定義を別途作成する。 

4.3. 情報・データ処理 
本システムが対象とする情報・データに関して、システムの CRUD 図を別途作成する。 



 
 

 

 

 
43 / 44 

5. 外部インターフェースに関する事項 
今回の要件では外部インターフェースに関する設定はない。 

 
 

6. セキュリティに関する事項 
 

6.1. システムアクセス権 
本システムへのアクセスは、各事業者、個⼈事業主からの申請に基づき登録されたユーザに対

してアクセス可能となり、個別にアドレス、パスワードによる認証を得る。 

6.2. 不正監視・追跡 
本システムに対しての不正⾏為の検知、発⽣の特定のために、アクセスログ、⼊⼒、変更、更

新、削除に関するログを蓄積・保管する。 

6.3. MAFF クラウドでの構築 
MAFF クラウド上に本システムを構築することにより、クラウドサービスとして具備されるセ

キュリティ対策を享受する。 

6.4. データ保護 
通信回線に対する不正アクセスおよびユーザの不注意による誤送信などによるデータ・情報漏

洩防⽌のためすべての通信、データの暗号化機能を備える。 
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7. ⽤語の説明 
 
素材⽣産販売事業者 ⾃ら所有する樹⽊⼜は樹⽊の所有者から委託を受けて伐採した樹⽊

を材料として⽣産した素材の販売⼜は販売の委託をする事業を⾏う
者 

⽊材関連事業者 次に掲げる事業を⾏う者 
１．⽊材の製造、加⼯、輸⼊、輸出⼜は販売（⾃ら所有する樹⽊⼜は
樹⽊の所有者から委託を受けて伐採した樹⽊を材料として⽣産した
素材の販売を除く。）をする事業 
２．素材⽣産販売事業者から委託を受けて素材の販売をする事業 
３．⽊材を使⽤して建築物その他の⼯作物の建築⼜は建設をする事業 
４．上記３項に掲げるもののほか、⽊材等を利⽤する事業であって主
務省令で定めるもの 

第⼀種⽊材関連事業者 
（「川上・⽔際」と表現
する場合もあり） 

⽊材関連事業者のうち、次に掲げる事業を⾏う者 
１．素材⽣産販売事業者からの素材の譲受け⼜は譲渡しの受託 
２．外国において本邦に輸出される⽊材等の譲渡しをする事業を営む
者からの⽊材等の譲受け⼜は譲渡しの受託 
３．⾃ら所有する樹⽊⼜は樹⽊の所有者から委託を受けて伐採した樹
⽊を材料として⽣産した素材の加⼯ 

第⼆種⽊材関連事業者 ⽊材関連事業者のうち、上記の第⼀種⽊材関連事業者が⾏う事業を除
く事業を⾏う者 

各事業者の関係イメージ 

 
※同じ事業者が第⼀種、第⼆種どちらの事業も⾏う場合もある 



機能要件定義書付属書１

画面遷移図



C01_01_ログイン

合法性確認システムにログインする
C99_01_ホーム

トップメニュー
サイドメニュー
合法性確認情報の登録・伝達
事業者情報の登録
取引情報を集計する
お知らせ
チュートリアル

トップメニュー

利用者情報
ヘルプ
通知

利用者情報(アカウント)を表示する
通知を一覧表示する
ヘルプに遷移する

M00_99_事業者情報の登録

自社管理
得意先管理

自社管理メニューを表示する
得意先管理メニューを表示する

アカウント情報を表示する

ヘルプ

ヘルプ

ヘルプを表示する

ヘルプを表示する

C99_02_通知

通知の一覧

通知を一覧表示する

通知を表示する

初回登録手続きを

する

(利用者の情報)

M01_02_事業者
_②保有する認定資格

認定資格
認定番号
認定資格の取得日
認定資格の期限日
添付ファイル

保有する認定資格を表示する
保有する認定資格を登録する

M01_00_自社管理
_プレビュー

基本情報
保有する認定
利用者組織図

事業者の基本情報を表示する
保有資格を一覧表示する
利用者組織図を一覧表示する

初回登録手続きを

する

(事業者の情報)

ログイン中の利

用者が所属する

事業者を表示す

る

M01_03_事業者
_③利用者組織図

組織図
組織図インポート（登録・更新）

組織図を表示する
組織図を登録・更新する

進む

M01_01_事業者
_①基本情報

法人番号/個人事業主番号
法人名/屋号
代表者名
郵便番号
都道府県
市区町村＋番地
建物名など
連絡先電話番号
連絡先メールアドレス

事業者の情報を表示する
事業者の情報を登録する

登録・修正する登録・修正する登録・表示する

M01_04_利用者
_①基本情報

利用者氏名
利用者氏名フリガナ
郵便番号
都道府県
市区町村＋番地
建物名など
連絡先電話番号
連絡先メールアドレス
所属する部署
所属する部署のメールアドレス
所属する部署の代表者
所属する部署代表者の連絡先

利用者の情報を表示する
所属する部署を登録する

修正する

ログインする

M02_00_得意先管理
_プレビュー

登録
一覧

得意先を登録・編集する
得意先を一覧表示する

M02_01_得意先管理
_登録

法人番号/個人事業主番号
法人名/屋号
代表者名
郵便番号
都道府県
市区町村＋番地
建物名など
部署
部署住所
部署連絡先
部署メールアドレス

得意先を検索する
得意先の情報を表示する
得意先の情報を登録・編集する

表示する登録・表示する

M02_02_得意先管理
_一覧

事業者名＋部署名

得意先の一覧を表示する

サイドメニュー

ホーム

ホームに遷移する

L01_00_合法性確認情報
_原材料情報の登録

収集チェックボックス
樹種（国内）
樹種（国外）
伐採地（国内）
伐採地（国外）
合法性証明書類
ファイル名
認定等番号
メモ

原材料情報IDを表示する
原材料情報を表示する
原材料情報を登録する
情報の収集状況を選択する
情報の閲覧可否を選択する

L02_00_合法性確認情報
_原材料情報ID一覧

選択チェックボックス
原材料情報ID
更新日
メモ
合法性確認結果および日付
フォルダ一覧へのリンク

フィルタ条件に合致する原材料情報を
一覧表示する
原材料情報IDを選択して原材料情報
を表示する
原材料情報IDを選択して原材料情報
を伝達、編集、フォルダ移動、合法性
確認結果を入力する
合法性確認結果を保存する

L01_99_合法性確認情報
_原材料情報プレビュー

樹種（国内）
樹種（国外）
伐採地（国内）
伐採地（国外）
合法性証明書類
ファイル名
認定等番号
メモ

原材料情報IDを表示する
原材料情報を表示する
情報の収集状況を表示する
情報の閲覧可否を表示する

原材料情報を

表示する

L02_01_合法性確認情報
情報の伝達

取引名
宛先
原材料情報IDと合法性確認結果
納品情報
バイオマス由来証明
GHG
その他伝達事項
QRコード

伝達事項を表示する
伝達事項を入力する
伝達事項を保存する
伝達事項を送信する
画面を印刷する
QRコードを印刷する

原材料情報を

表示する

原材料情報を

編集する

原材料情報を表示する

L03_00_合法性確認情報
送信BOX

選択チェックボックス
日付
宛先
取引名
原材料情報ID
合法性確認結果および日付
フォルダ一覧へのリンク

フィルタ条件に合致する送信文書を一
覧表示する
送信済文書を選択して内容を確認する
送信済文書を選択してフォルダ移動、
原材料情報IDを選択して、原材料情報
を表示する
下書き文書を選択して編集する

送信情報を

表示する

L02_99_合法性確認情報
送信情報プレビュー

取引名
宛先
原材料情報IDと合法性確認結果
納品情報
バイオマス由来証明
GHG
その他伝達事項
QRコード

送信情報を表示する
画面を印刷する
QRコードを印刷する

L04_00_合法性確認情報
受信BOX

選択チェックボックス
日付
差出人
取引名
原材料情報ID
合法性確認結果および日付
伝達処理

フィルタ条件に合致する受信文書を一
覧表示する
受信済文書を選択して内容を確認する
受信済文書を選択して情報を伝達、
フォルダ移動、合法性確認結果を入力
する
合法性確認結果を保存する
原材料情報IDを選択して、原材料情報
を表示する
伝達処理状況を表示する
転送情報を取得する

伝達事項を表

示する

下書きを

編集する

L04_99_合法性確認情報
受信結果プレビュー

取引名
差出人
原材料情報IDと合法性確認結果
納品情報
バイオマス由来証明
GHG
その他伝達事項
QRコード

受信情報を表示する
画面を印刷する
QRコードを印刷する

送信情報を

表示する

原材料情報を

表示する

原材料情報

を表示する

受信情報を表示する

フォルダ一覧を

表示する

原材料情報を

表示する

原材料情報を

表示する
フォルダ一覧を

表示する

L02_02_合法性確認情報
原材料情報IDフォルダ一覧

一覧
新規作成
編集

原材料情報IDフォルダの一覧を表示す
る
フォルダを新規作成、編集する

フォルダ一覧を

表示する

L03_01_合法性確認情報
送信フォルダ一覧

一覧
新規作成
編集

送信フォルダの一覧を表示する
フォルダを新規作成、編集する

L04_01_合法性確認情報
受信フォルダ一覧

一覧
新規作成
編集

受信フォルダの一覧を表示する
フォルダを新規作成、編集する

受信BOXを

表示する

伝達事項を表

示する

L04_02_合法性確認情報
転送情報の取得

転送元アドレス
原材料情報ID

情報取得のための項目を入力する

転送情報取得

画面を表示する

N00_99_集計

個別入力（報告）
総括入力（報告）
集計結果（報告）
報告書作成
任意集計

個別入力（報告）メニューを表示する
総括入力（報告）メニューを表示する
入力済一覧（報告）メニューを表示する
報告書作成メニューを表示する
任意集計メニューを表示する

N01_00_集計
_取引一覧（報告）

選択チェックボックス
原材料情報ID
日付
送受信別
取引相手
取引名
合法性
木材等種類
数量
定期報告

原材料情報ID毎の取引一覧を表示す
る
一括入力の選択をする
取引した木材等の種類を選択する
報告用の取扱量を入力する
定期報告項目入力画面へ遷移する

N01_01_集計
_事業者区分（報告）

木材を輸入、加工、輸出、販売する事
業（第一種）
木材製品を輸入する事業
木材製品を製造、加工、輸出、販売す
る事業（第一種）
木材・木材製品を製造、加工、輸出、
販売する事業（第二種）
木材を利用して建築、建設を行う事業
木質バイオマスを使用した発電事業

事業者の区分を表示する
事象者の区分を選択する
入力欄と事業区分の組合せを確認し、
適切な入力となるよう誘導する

N01_02_集計
_報告項目の入力（報告）

報告年度
伐採国
樹種
合法性確認書類
木材の種類
取扱量
合法性が確認できた量

報告項目を表示する
報告項目を入力する
入力内容を保存する

N02_00_集計
_報告項目の総括入力（報告）

伐採国
樹種
合法性確認書類
報告年度
木材の種類
取扱量
合法性が確認できた量

報告項目を表示する
報告項目を入力する
入力内容を保存する

N05_01_集計
_任意集計

集計期間
品名
厚み
幅
長さ
数量
単位
材積
金額

集計期間を入力する
項目を表示する
集計する

原材料情報を

表示する

N05_01_集計
_任意集計プレビュー

集計期間
品名
厚み
幅
長さ
数量
単位
材積
金額

集計結果を表示する
集計結果を保存する
集計結果を印刷する

N03_01_集計
_集計年度の選択（報告）

集計年度

集計年度を選択する

N03_02_集計
_集計結果（報告）

事業区分
伐採国
樹種
合法性確認書類
木材の種類
取扱量
合法性が確認できた量
報告書作成

集計結果を表示する
報告書作成メニューに遷移する

N04_02_集計
_年度報告

年度報告書
送信

年度報告書を表示する
年度報告書を保存する
年度報告書を印刷する

N04_01_集計
_報告書作成

年度
年度報告
定期報告

年度を入力する
報告書の種類を表示する
報告書作成画面に遷移する

N04_03_集計
_定期報告

定期報告書
送信

定期報告書を表示する
定期報告書を保存する
定期報告書を印刷する

事業者区分を

表示する

報告項目を

表示する

報告項目を総括入力する 任意集計する

集計結果を

表示する

集計結果を表示する

集計結果を表示する

年度報告書を表示する定期報告書を表示する

M02_99_得意先管理
_プレビュー/確定

法人番号/個人事業主番号
法人名/屋号
代表者名
郵便番号
都道府県
市区町村＋番地
建物名など
部署
部署住所
部署連絡先
部署メールアドレス

得意先の情報を表示する

M01_99_利用者
_プレビュー/確定

利用者氏名
利用者氏名フリガナ
郵便番号
都道府県
市区町村＋番地
建物名など
連絡先電話番号
連絡先メールアドレス
所属する部署
所属する部署のメールアドレス
所属する部署の代表者
所属する部署代表者の連絡先

利用者の情報を表示する

進む

初回登録する

（転送元情報）

修正する

修正する

一覧を再表示

する

得意先を表示する

報告書を作成する

原材料情報を

登録する

原材料情報を

一覧表示する 送信文書を一覧表示する

受信文書を一覧表示する

報告項目を

個別入力する

■ 画面遷移図

表示する

受信情報を表示

する（得意先登

録以降）

管 ： 管理者

一般 ： 一般利用者

管 管 管 管管 一般

管 一般 管 一般

管 一般

管

管 一般管
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